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新型コロナウイルス感染症

の流行と新たな日常生活

徳島大学医歯薬学研究部精神医学分野 教授
徳島県精神保健福祉協会 会長

大森 哲郎
１．新型コロナウイルス感染症
の発生
2020年は新型コロナウイルス

感染症パンデミックが始まった
年として歴史に記録されること
になるだろう。中国の武漢市に
2019年末に発生した新型肺炎は
瞬く間に同市内に蔓延し、2020
年1月には武漢市閉鎖を伝えるニ
ュースが流れた。国内では、横
浜港に2月3日に臨時帰港したク
ルーズ船の乗客と船員の感染を
皮切りに、全国各地で発生しは
じめ、あれよという間に急増し
て、4月7日には7都道府県に緊急
事態宣言が発出され、4月16日に
は全国に拡大された。感染者は
いったん減少したが7月に入って
第２波が始まり、秋口には下火

とはなりつつも、本稿を執筆し
ている時点（10月10日）におい
てなお連日数百名の新規発生を
認めている。国内の累計感染者
は88,267名、累計志望者は1,623
名となっている。この間、コメ
ディアンの志村けん（70歳）、女
優の岡江久美子（63歳）など著
名人の感染死が伝えられて、こ
の疾患の怖さが一般にも知られ
る契機となった。

２．世界的流行（パンデミック）
感染はあっという間に世界に

拡散した。イタリア、フランス、
イギリスなどの国々では3月下旬
には一日の感染者数が数千人と
なり、死亡者数も連日数百名を
数えるようになった。イタリア
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では医療従業者に感染が広まっ
て人手不足に陥り、医学生を繰
り上げ卒業させ国家試験を免除
して現場に送り込むという事態
となった。厳しい移動制限や都
市封鎖の導入により、ヨーロッ
パ諸国の流行はいったん収束す
る様子を見せたが、制限を緩め
るとともに再度感染者が増加し
ている。累計感染者は、イタリ
アで30万、フランスで70万、イ
ギリスで50万を超え、累積死亡
者は、イタリアとフランスでは3
万人を超え、イギリスでは4万人
を超えている。
ヨーロッパよりやや遅れて4月

から流行が始まった米国では、
流行の減衰を認めることがなく、
連日数千人の感染と数百名の死
亡者が報告され続けている。累
計感染者数は750万人を超え、累
計死亡者数は21万人を超えてい
る。
流行は、南米、インド、アフ

リカなど世界中に広まっている。
全世界での累計感染者は3600万
を超え、死亡者は107万にのぼっ
ている（数値はいずれも10月10
日）。

３．日本人の感染率と死亡率は
低いのか
欧米諸国と比べてみると、日

本の感染者数と死亡者数は明ら
かに少ないことにあらためて気
づかされる。人口比（イタリア、
フランス、イギリスの人口は日
本の約半分、米国の人口は3倍弱）
を勘案すると、日本の感染死亡
率は欧米の40分の１程度である。
山中伸也教授のブログによる

と、死亡率が少ないのは日本に
限らず、アジアやオセアニアに
もある程度共通する。この日本
とアジア・オセアニアの低死亡
率の背景にある未知の要因を山
中教授はファクターXと呼んでい
る。米国内での死者数の割合は、
アジア系住民が白人と比べて低
いとは言えないので、ファクタ
ーXは単純に人種による遺伝子の
違いではないらしい。
仮説のひとつは、BCG接種に

よる感染リスクと死亡率の低下
である。欧米では結核予防はも
はや無用とみなしBCG接種を廃
止している国が多いが、アジア
・オセアニアは継続している国
が多い。この違いが関連してい
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るというのだ。また、継続して
いた旧東ドイツでは感染率が低
く、廃止して久しい旧西ドイツ
では高いという指摘もある。BC
Gは結核予防だけでなく肺炎リ
スク全般を下げるという臨床研
究や、免疫系の増強作用がある
という基礎研究もあって、あな
がち荒唐無稽な仮説ではないよ
うだ。
俗説では性格と関連づけられ

ているABO血液型が、新型コロ
ナウイルス感染症の重症化に影
響があるとする研究が、欧米の
医学雑誌に複数掲載されている。
それによるとA型では若干リスク
が高く、O型では若干低い。血液
型を決定する遺伝子が免疫応答
に影響する遺伝子と関連してい
るのかもしれない。ただし日本
人にはA型が多いので、これが本
当だとしてもファクターXの説明
にはならない。血液型とは別の
なんらかの遺伝的要因が関与す
るのかもしれないし、別種のコ
ロナウイルスの不顕性流行が交
叉免疫を残した可能性もある。
もちろん、日本の衛生環境、マ
スク装着、手洗い、頻回の入浴

などの生活習慣、身体接触の少
ない文化、そして医療レベルと
医療制度などが低死亡率に貢献
している面もある。死亡率が上
がらないことが望まれるが、フ
ァクターX頼みは危険であると山
中教授は述べている。

４．徳島での発生と過剰反応
全国の散発と並行して、徳島

県内でもクルーズ船乗客や大都
市圏からの帰省者に感染者が出
現するようになった。すると奇
妙なことが起こった。徳島新聞
（6月20日付）によると、「自宅
に嫌がらせで投石や張り紙をさ
れた」、「村八分に遭って、県外
に引っ越した」、「感染が判明し
た大学生が自殺した」、などのデ
マや噂がSNSや口伝えで飛び交
ったというのである。
新型コロナウイルス感染者が

入院した病院職員の子供が保育
所で預かりを拒否されたり、家
族が職場への出勤を拒否された
りすることもあったというし、
県外ナンバーの車に、暴言、あ
おり運転、投石、傷つけ、とい
った差別的行為が発生したとも
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伝えられた。
誹謗中傷と風評被害は感染者

をさらに苦しめ、治療にあたる
医療従業者を忌諱すれば治療す
る人がいなくなる。某市では、「徳
島県内在住者です」というプレ
ートを用意したというが、差別
する心理と行為を容認したうえ
での対応であり、個人レベルの
自衛策ならまだしも、差別その
ものを無くすよう努めなければ
ならない行政の対応としては不
適切だった。
被害者を非難する心理につい

て、世界公正仮説という説明の
仕方がある。世界公正仮説は、
世の中は公正にできていて、善
行を積めば良いことがおこり、
悪事を働けばいずれ罰が当たる、
という素朴で善良な考え方であ
る。健全な価値観であるし、で
きればそうであってほしいもの
である。しかし、世の中は公正
であってほしいという願望は、
事件被害者に対する冷たい視線
に転化する。夜中に出歩くから
だ、すきがあったからだ、など
と被害者側に非を探したくなる
のである。新型コロナウイルス

感染者に対しても、この気持ち
が生じやすい。だが、インフル
エンザ同様に、感染者は運悪く
罹患しただけであり、病人を責
めるのは間違っている。

５．Hammer and Dance
これまた山中教授のブログに

よると、コロナ対策は Hammer
and Danceだ。厳しい行動制限で
ウイルス蔓延を抑えるのがハン
マー、しかしウイルスを撲滅す
るまでハンマーを振るうと経済
活動も社会生活も倒れてしまう
ので、感染が下火になれば制限
を緩めてウイルスと共存しなが
ら終息へ誘うのがダンス、とい
うことらしい。現在はダンスの
時期だが、緩めすぎて感染が急
増すればハンマーの再登場とな
る。
どのようにダンスをしてゆく

のか。ウイルスとの付き合いは、
マスク着用、手指消毒、距離を
確保して密を回避、などを基本
にしながら、活動範囲の拡大を
探ってゆくしかないようだ。検
査と隔離体制の整備、医療体制
の確保と充実は活動拡大のため



- 5 -

の前提条件である。ワクチンは
有効対策になるのは間違いない
が、過剰な期待は禁物だ。麻疹
ワクチンのように罹患を防止す
るのではなく、インフルエンザ
ワクチンのように罹患率を下げ
るワクチンとなると予想される
からだ。山中教授ブログのリン
クにある川村孝京大名誉教授の
記事によると、インフルエンザ
ワクチンの効果は、プラセボで
は21％発症に対し実薬ワクチン
で14％発症である。この差異は
100万人に対し7万人の発症減と
なるので社会全体としては絶大
な効果となるが、個人からみる
と罹患リスクが21％から14％に
減少するだけのことだ。ワクチ
ン導入後も基本的な衛生行動が
肝要であることに変わりはなさ
そうだ。

６．日常生活の変化
実は筆者の生活もずいぶん変

わった。雑誌の編集委員会、厚
労省の審議会、それ以外の会合
等、月に平均3回は上京していた
のが、3月以降一度も出張してい
ない。いずれの会合もすべてオ

ンライン開催となったのだ。参
加人数や会議の性質にもよるが、
オンライン会議は予想以上に対
面会議を代行できる。出張の時
間、労力、費用を勘案すると、
オンライン会議のコスト・パー
フォーマンスは捨てがたい。地
方在住のハンディも消える。感
染終息後にすべてが対面会議に
戻ることはないだろう。
参加予定だった学会は中止、

延期あるいはオンライン開催と
なった。オンライン学会は、研
究成果や臨床経験の発表を行う
こと、発表を聴講して新たな知
識を学び取ること、そのような
学会の基本機能は十分に代行で
き、しかもオンデマンドになっ
ていると興味のある演題を聞き
逃しなく聴講できるという利点
もあった。ただし、会場なら盛
り上がる質疑応答や、興味を共
有するもの同士が新たに知り合
ったり、交流を深めたりするこ
とはできないという欠点もあっ
た。
学生への講義も今年はすべて

オンラインとなった。少人数対
象のさいは質疑応答を取り入れ
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ることができるが、1学年全員に
対する講義はビデオ収録による
一方通行の講義だ。不評を予想
していたが、興味のあるところ
や見過ごしたところをまた見る
ことができてむしろ良かった、
という学生の声もあって、あな
がち短所ばかりでもないような
のである。
オンライン診療の経験はない

が、帰省できなくなった在京患
者の求めに応じて電話診療を行
ったことがある。電話の会話で
も具合がかなり把握できたし、
もし画面を伴えば情報の精度は
さらに向上したに違いない。た
だし、初診でも代用できるか、
あるいは対面を経ずに処方でき
るか、などを考えると問題点は
少なくない。
筆者の経験した範囲でみても、

コロナ禍で進んだオンライン化
は、ある程度はコロナ後にも残
ると予想される。会議や発表や
面接や診療が実際に相手と会わ
ずに行われるようになるという
ことは、社会習慣の根本的な変
化となる。コロナ禍はほかにも
様々な生活の変化をもたらして

いる。この歴史的パンデミック
は、終息後の世界に少なからぬ
影響を残すだろう。

７．おわりに
2020年は、年の初めには誰も

が予想もしなかった1年となって
いる。オリンピックは延期とな
り阿波踊りは中止となった。生
活様式の変化を、老若男女を問
わず皆が強いられている。精神
疾患の動向全体はまだわからな
いが、10年来減少傾向が続いて
いる自殺死亡者が8月と9月と前
年比で増加に転じているのは気
がかりだ。早期の終息を心から
願っている。
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引きこもり、不登校について

谷口 隆英
社会福祉法人 小渦会 徳島シーガルクリニック・鳴門シーガル病院

厚生労働省のひきこもりの評
価・支援に関するガイドライン
[1]によると、「引きこもり」とは、
「様々な要因の結果として社会
的参加（義務教育を含む就学，
非常勤職を含む就労，家庭外で
の交遊など）を回避し，原則的
には６ヵ月以上にわたって概ね
家庭にとどまり続けている状態
（他者と交わらない形での外出
をしていてもよい）を指す現象
概念」と定義されている。
また、「不登校」とは、ひきこ

もりとの関連から、「顕在性か潜
在性かを問わず、学校に参加す
ることへの怖れ、拒否感、ある
いは怒りと、欠席することへの
罪悪感を持ち、登校せずに家庭
にとどまる生活は総じて葛藤的
であるといった状態像を伴う長
期欠席」であると捉えられてい
る。

この長期間社会参加できない
状態を指す「引きこもり」や長
期間登校できない状態を指す「不
登校」は、実は病名ではなく、
さらには、症状ですらないこと
もある。
確かに、精神障害と関連して

「引きこもり」が、“症状”として
生じることはあるが、一方で、
精神障害がなくても「引きこも
り」が生じることはある。
たとえば、突然に親しい人を

失ってしまったなら、だれだっ
て強い喪失感が生じ、気持ちが
落ち込んでしまって、引きこも
ってしまうことはあるだろう。
慢性的な身体疾患がある場合、
療養のため家にとどまらざるを
得ないこともある。
また、社会的あるいは環境的

な要因も影響することがある。
ご存じのように、2020年に始ま
ったコロナ禍の際には、一時期、
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むしろ自宅に引きこもり、職場
や学校へ行かない方が“正常”と
いうことになってしまった。
ところで、引きこもりの理由

としては、「いじめ」「家族関係
の問題」「病気」が挙げられるこ
とが多いが、引きこもりとは一
つの要因だけから生じるのでは
ない。
学童期に見られる場合は、本

人の発達上の問題が関与するが、
親など養育者や養育環境の問題、
学校や友人関係が大きく影響す
る。
思春期以降になると、思春期

心性の影響が大きくなる。たと
えば、仲間集団での適応上の危
機や失敗があると、たとえ些細
な出来事であっても、本人に強
い挫折感や恥の感覚が生まれる
ことがあり、仲間関係や学校生
活を避ける強い理由となる。ま
た、自己感覚の過敏性が大きく
なり、他人の視線や他者の批判
を気にして、不安や被害感が強
くなり、自分を守るために引き
こもってしまうかもしれない。
また、引きこもりは種々の精

神疾患によって生じるのである

が、精神障害との関連では、主
に二つのタイプに分けられる。
一つは、意欲や気力、活動性

が低下することによる、精神症
状としての引きこもりである。
もう一つは、不安や恐怖感、

時には幻覚や妄想といった病的
体験に対する、対処行動として
の引きこもりである。そして、
これらは同時に存在することも
多い。
精神障害のうち、引きこもり

と特に関連が深いとされている
のは、自閉スペクトラム症をは
じめとする神経発達障害、統合
失調症、うつ病や気分障害、強
迫性障害などの不安障害、身体
表現性障害、適応障害、パーソ
ナリティ障害である。
以下、引きこもりと関連のあ

る精神障害について概説する。

自閉スペクトラム症
思春期に入った小学生高学年

から中学生にかけての年代で、
同年代仲間集団から孤立したり、
からかいやいじめの対象になっ
たりすることがあり、そのこと
を契機に引きこもることがある。
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いじめられた経験のフラッシ
ュバック、それに伴うパニック、
社会への関心の乏しさ、ゲーム
などの活動への没頭の生じやす
さなどが、引きこもりとなる要
因になる。
高機能群（従前のアスペルガ

ー症候群）では、大学生になっ
てからや就職後に問題が顕在化
することもある

注意欠如・多動性障害ADHD
不注意、多動性、衝動性のた

め、仲間集団から孤立したり、
学校生活で疎外されたりという
状況に陥ることがあり、こうし
た状況が長期化すると二次的に
気分障害を併存したり、極端に
反抗的になったりし、最終的に
は不登校や引きこもりに至る可
能性がある。

知的発達障害・学習障害など
知的発達障害者が保護的な環

境や能力に応じた適切な活動の
機会を提供されなかった場合、
社会的活動の場を回避して家庭
への引きこもりを生じる可能性
がある。

また、障害とはいえないが、
境界知能の人も社会的な評価や
介入に非常に敏感で傷つきやす
い面があり、不安な状況が続く
と社会活動を回避して、引きこ
もりに至る可能性がある。（後述
の適応障害等）

統合失調症
幻覚や妄想、自我障害などに

基づく強い不安・恐怖から外出
を控えたり、妄想に根ざした警
戒心から家庭に閉じこもること
がある。
陰性症状と呼ばれる意欲の低

下に基づいて外出頻度が低下し
たり、人との交流を求めなくな
ったりするために、結果として
引きこもりの状況に至る場合も
ある。
統合失調症に基づく言動の影

響で、周囲との人間関係が悪化
し、周囲から距離を置かれるよ
うになることに伴って外出困難
になる場合もある。周囲の統合
失調症に対する差別や偏見が強
いため、あるいは、家族が近所
の目を気にしすぎるために、ト
ラブルを避けるために外出させ
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てもらえないということもある。
逆に、家族の中に統合失調症

の人がいて、その人の妄想に基
づく外界への警戒心から、当事
者の外出を禁じたり、その人の
影響で当事者も妄想を共有する
ようになり、引きこもりに至る
ような場合もある。

対人恐怖的な妄想性障害
自らの容姿が醜いため、体臭

が不快なため、あるいは、視線
がきついため他者を不快にさせ
ているという確信を持つ妄想性
障害の患者は、他者との接触を
極端に避けるようになることが
ある。

気分障害
大うつ病エピソードの際や気

分変調性障害で引きこもりを生
じることがある。多くの場合、
いったん引きこもった当事者は
うつ状態が改善したからといっ
て、ただちに引きこもりから抜
け出すことができるわけではな
く、長期化することもある。
うつ状態から活動性の亢進す

る躁状態に転じ、双極性障害が

明らかになる事例もある。

適応障害
いじめなどの出来事を契機に

不安や抑うつ気分が出現し、不
登校・引きこもりに至ることが
ある。適応障害をもたらすスト
レス因が遷延したり、あるいは
誘因が解消したとしても症状が
遷延したりすると、気分障害や
不安障害などといえる状態とな
り、結果的にひきこもりが本格
化・遷延化することがある。

不安障害（社交不安障害、全般
性不安障害、パニック障害など）
社交不安障害は、人前で行動

するなどの社会的活動に対する
回避傾向が主症状の不安障害で
あり、同年代やなじみの少ない
対象を回避し、引きこもりへと
向かう可能性がある。
全般性不安障害は様々な場面

での不安が特徴的であり、特に
失敗や挫折を恐れるあまりに緊
張の強さが目立つ点に特徴があ
り、ときに不登校やひきこもり
の原因となる。
パニック障害の発作様の不安
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・恐怖状態が頻発するようにな
ると、その出現を恐れて、外出
を控えるようになり、引きこも
り状態に至ることがある。

強迫性障害
強迫症状が増悪してきた場合

に、強迫症状に縛られて日常生
活の習慣的行動をスムーズにこ
なせなくなり、外出が困難とな
ることがある。

パーソナリティ障害
不登校や引きこもりに表現さ

れるような回避性、依存性、自
己愛性、境界性などの心性が年
余にわたって持続する間に、そ
うした心性がパーソナリティに
構造化されてパーソナリティ障
害といえる状態になることがあ
る。
また、パーソナリティ障害が

確立したのち、各パーソナリテ
ィ障害に固有なタイプの社会適
応の困難さが深刻化すると、社
会的活動や関係性を回避するよ
うになり、引きこもりに至ると
いう経過もある。

ゲーム障害
ゲームに没頭するあまり、学

業や社会的生活に障害が生じた
としても、ゲームを止められず、
結果として引きこもってしまう
ことがある。
比較的最近、正式に精神障害

とされた疾患概念であり、今後、
引きこもりとの関連でクローズ
アップされるかもしれない。

いずれにしても、引きこもり
の評価から具体的な支援策へと
つなげていくことが重要である
が、その際、引きこもりの背景
に存在する（かもしれない）精
神障害の有無を評価することが
必要である。

[1]ひきこもりの評価・支援に関
するガイドライン.厚生労働省 ht
tps://www.mhlw.go.jp/file/06-Se
isakujouhou-12000000-Shakaien
gokyoku-Shakai/0000147789.pdf
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不登校のこどもたちとその関わり

山田 直輝
徳島大学病院 精神科神経科

この度、不登校について執筆
する機会をいただきました。一
概に不登校といっても、その成
り立ちや関わりは非常に多様で
す。学校があるからこそ不登校
が生じ、そういう意味では、環
境要因が非常に大きく、その状
態像も移ろいやすいものです。
私は、香川県善通寺市にある

四国こどもとおとなの医療セン
ター（旧、香川小児病院）で7年
間の勤務経験があります。そこ
では、大方こどもを診療対象と
しておりました。受診割合は小
中校生が多くを占め、おのずと
頻回に、不登校を抱えている児
に関わってきました。また、児
童思春期精神科病棟や病院隣接
の養護学校があることから、外
来診療の場面だけではなく、病
棟や学校での様子など、児の様
々な側面を見ることができまし
た。

こどもを診るうえで私が一番
留意していることは、こどもは
思っていることを言葉に出して
表現することがなかなか難しい、
ということです。それには語彙
力などコミュニケーションに求
められる力の発達の不十分さだ
ったり、社会経験の乏しさだっ
たり、大人に対する気恥ずかし
さだったり、さまざまな要因が
あります。ですので、その子の
表情や仕草や親への反応の仕方
など、非言語的な面も細かく観
察するようにしています。
「クラスの子と会うのが嫌だ。

嫌われている気がする」「先生と
話をするとイライラする。全然
わかってくれない」「教室の空気
がもうダメ。静かなところで皆
一緒のことをしているのが耐え
られない」など児の訴えは様々
です。中には、最初は何も喋っ
てくれない子もいます。こども
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の心の問題は、そもそも、その
時期特有のもの、親や教師や友
人との関係のこじれによるもの、
内因性の疾患によるもの、など
実にさまざまです。大人と同じ
で、こころの問題の成り立ちを
丁寧に探っていくことが大切で
す。状況を整理するだけで、何
から手をつければいいのかが自
然に浮かびあがってくることも
あり、何より混乱や葛藤の渦中
にあるこどもにとって、決めつ
けたり是非を問うたりせずにし
っかり話を聞いてもらえるとい
う体験が、良い方向に向かう一
つのきっかけとなるのかもしれ
ません。
本題の不登校について、まず

その定義ですが、文部科学省に
よると「年間30日以上欠席した
児童生徒のうち、病気や経済的
な理由を除き、何らかの心理的、
情緒的、身体的、あるいは社会
的要因・背景により、児童生徒
が登校しないあるいはしたくと
もできない状況にある者」です。
不登校は、昔も今も様々な方面
から、その対応について議論さ
れてきました。教育学、社会学、

精神医学など各分野によりそれ
ぞれの考え方があるわけですが、
私は精神科医なので、その立場
から日々思うことを少し書こう
と思います。
まず大原則として、不登校は

疾患名ではなく現象名だという
ことです。さまざまな疾患から
不登校は起こり得ますし、また
何ら疾患がなくても不登校にな
ることがあります。
また、不登校になるとその原

因探しをしがちですが、ほとん
どのケースは単一論で片づけら
れるものではなく、コップの水
が溢れるごとく我慢し続けてき
たものが限界を迎えるような形
で、不登校となることが多いよ
うに思います。不登校が起きる
直前にあったことに注目しがち
ですが、もっと広い視野が必要
です。家庭要因、学校要因、個
人要因を幅広く考えていく姿勢
が大切といえます。
原因が単一でないということ

は、回復も難渋するかと思われ
がちですが、逆にいろんな解決
の糸口があるとも言えます。不
登校の経過は予測が非常に難し
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いですが、回復した後に非常に
良い経過を辿ることも数多くあ
ります。関わる人たちには、不
登校の解決を急ぐのではなく、
不登校となっている今だからこ
そどういった生活を送るのか、
できることがあるか、などまず
は状況を悪化させないように共
に歩んでいくスタンスが求めら
れます。
不登校は、その経過が長く続

くことが多いため、その対応に
あたり、①不登校そのものへの
介入の是非、②不登校に関する
親の不安、③不登校に伴う本人
の心理的葛藤、の3つに分けて考
えることが良いかと思います。
不登校の児を診る際に、①を

まずしっかり考えることは非常
に大切です。何より大切なのは
登校自体の是非を問わないこと
です。学校も児もそれぞれであ
り、児からみた学校の持つ意義
は時々刻々変化するものであり、
特に不登校の児にとってそれは
いつも繊細に感じ取られていま
す。不登校を経験せず大人にな
った人の多くは、登校のメリッ
トや不登校のデメリットをこれ

でもかと説いてしまいがちです。
もちろんこれは本人のためを思
う気持ちからの行動なのですが、
登校ありきのスタンスになりが
ちで、かなり本人を傷つける結
果となることが多いように思い
ます。また、学校で起きている
困難をしっかり把握することも
大切で、例えば、知的障害や発
達障害を有する児が、それに気
づかれずに皆と同じことを強要
されているケースや、激しいい
じめの渦中にあるケースなどは、
そもそも学校が登校すべき場所
であるか検討をする必要があり
ます。最近では、SNSなど大人が
把握しづらいツールを通して児
が精神的に追い詰められている
こともあるため、状況はさらに
複雑です。再登校に際しては、
登校するなら最初から最後まで
毎日登校するというノルマを自
ら課す子も多いですが、本来、
行動療法の視点からいくと、無
理せず少ない負荷から少しずつ、
という方法がベターで、放課後
の短時間登校などから慣らして
いくのがよいと思われます。「自
分で計画を立てられたのは素晴
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らしいね」「周りはそんなに期待
しないから、無理のない範囲か
ら始めてもいい」「難しかったら、
また登校ペースを相談していこ
う」など、やや意気込み過ぎて
いる児の思考を柔らかくするよ
うそっと声かけすることを心が
けています。
次に②についてですが、やは

り親にとって児の不登校は「ず
っとこれが続いたらどうしよう」
「この子の将来は大丈夫だろう
か」「一生引きこもりにならない
だろうか」と、強い不安や焦り
を感じるものであり、それは親
の当然の気持ちなのでしょう。“
登校刺激を控えよ”との不登校対
応において一般に良しとされる
方法に習い、それを実践される
のですが、なかなかうまくはい
きません。そういった場合に、
家庭は心のエネルギー補給をす
る安全基地であることが望まし
いことを親に説明します。不登
校かどうかに関わらず全ての児
にとって、本来家庭はそのよう
な場所であってほしいものです。
よく親からは「学校へ行けとは
言わずに自由にさせているので

すが、このままずっと登校しな
いままで良いのでしょうか？」
と質問を受けることがあります。
これに関して私はあえて明確な
返答を避けています。良いかど
うかというのは大人からみた視
点であり、怠惰にみえる生活の
裏には強い葛藤と戦っている苦
しさがあり、児は結果として登
校をしない選択をしているのだ、
ということをまずは尊重しても
らいます。また、家庭が安全基
地として働く限り、児は自らの
意思で行動する力を徐々に培っ
ていきます。自分でやりたいこ
とや頑張ることを見つける力は、
学生時代を超えても必要な、大
事な力となります。登校するか
どうかはあくまで結果であり、
その過程を一緒に見守っていき
ましょう、というスタンスで話
をするようにしています。
最後に③についてですが、こ

れが一番デリケートな点であり、
かつ大事な点と言えます。不登
校は、やはり誰よりも本人が一
番辛い体験であることが多いで
す。問診を進めていくうえで「な
ぜ朝起きられないのか」「なぜ登
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校しないのか」ではなく「朝の
体調や気分はどんなか」「学校に
行くとどんな心配があるか」と
問うようにしています。また、「家
でたくさんある時間をどう使っ
ているか」「今やりたいのはどん
なことか」と、その後前向きに
話を進めることも心がけていま
す。否定語を多用した会話では、
児は責められているような気持
ちになってしまい、本音を引き
出せないように思います。また、
児と関係性ができてくると少し
ずついろんなことを話してくれ
るようになり、日常の中のちょ
っとした頑張り（「朝起きるのが
早くなった」「少し体を鍛えるよ
うになった」「家族に晩御飯を作
ってみた」など）や、不登校だ
からこそできた体験（「県外の〇
〇教室に通っている」「家で創作
活動を徹夜でしてみた」など）
を一緒に喜ぶといった対応も良
いと思います。心からの共感や
喜びの姿勢をこちらが表出する
ことは、児の葛藤や苦しさを幾
分和らげます。そうやって少し
ずつ気持ちが上向いてくると、
家で自分や家族とだけ向き合う

生活から少しずつ外の世界に目
が向くようになり、一方で次第
に今の生活に“退屈”を感じるよ
うになります。この“退屈”という
感覚は大切で、少しずつ外に向
かう原動力となりますので、そ
れをそっと見守ります。これが
登校に向かい出してからは、①
で上述の通り、根気強く焦らな
い対応を続けます。

以上、雑感ではありますが、
私が日々の不登校診療で心がけ
ている点について書かせていた
だきました。不登校診療は非常
に奥が深く、私もまだまだ分か
らないことばかりです。これか
らも診察に来られる児やそのご
家族のお役に少しでも立てるよ
うに、研鑽を積んでいきたいと
思います。

略歴
徳島大学医学部を2008年に卒業
し、2年間の初期臨床研修を終え
て、2010年に徳島大学精神科神
経科に入局しました。その後、
丸亀病院で精神科全般を経験し
た後、四国こどもとおとなの医
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療センター（旧、香川小児病院）
で長らく児童精神科の診療に従
事しておりました。2019年4月よ
り徳島大学病院精神科神経科で
勤務しております。
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不登校の子どもたちへの支援
－訪問臨床の実践から－

小倉 正義
鳴門教育大学大学院学校教育研究科・准教授 公認心理師・臨床心理士

１．はじめに
本誌「めんたる・へるす 第67

号」でADHDのグループ活動に
関する記事を書かせていただい
た時にも紹介したが（小倉，201
8），筆者は学生時代にキャンプ
を通して子どもたちと関わって
いた。その活動の中には，不登
校の子どもたちを対象としたキ
ャンプもあった。キャンプとい
っても野外活動だけでなく，料
理づくりや工作などいろいろな
ことを子どもたちと一緒に体験
した。参加している子どもたち
の中には，ほとんど学校に通っ
ていない子たちもいた。学生だ
った自分は，自分たちなりに学
習はしていたものの，不登校に
ついての知識はほとんど持ち合
わせていなかったと言ってもよ
いと思う。それでも，彼らに寄
り添おうとし，とにかく彼らと
一緒に楽しいことをすることを

一番に考えて，一生懸命に時間
と心を遣った。そのなかで，最
初は何を言っても黙ってうなず
いてくれるだけだった子どもた
ちが，いたずらをしたり，冗談
を言ったり，時には将来の夢を
語ったりするまで関わることが
できたこともあった。
現在は心理職として様々な形

で不登校の子どもたちの支援に
携わっている。よい悪いの問題
ではないが，専門家であり大人
である今の筆者には，当時のよ
うに子どもたちと関わることは
やはり難しいだろう。
今回は自分の経験してきたキ

ャンプの取り組みとは異なるが，
これから専門家になろうとして
いる臨床心理学を学ぶ大学院生
による不登校児童生徒への訪問
臨床の取り組みについて紹介を
したい。
２．訪問臨床とは
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不登校の子どもたち，特に家
に引きこもりがちな子どもたち
の場合には，相談室に来談して
もらう形での支援は難しい時も
ある。そのような場合の支援の
一つの選択肢として，訪問型の
支援が考えられる。不登校の子
どもたちへの訪問面接は古くか
ら報告があるが，近年ますます
その必要性が高まってきている。
そして，このような訪問型の心
理支援を筆者らは「訪問臨床」
と呼んでいる。吉井（2017）は
「訪問臨床」の定義について以
下のように述べている。

訪問臨床とは，臨床心理士お
よびこれに準ずる者である訪問
者が，対象者の家庭を訪問し，
対象者およびその家族に対して，
一定のアセスメント（状況・状
態像・要求などの把握）に基づ
いて，訪問の構造（時間，場所，
関係性，活動内容，安全性など）
を調整しながら，臨床心理学的
支援を行うことである。

徳島県では，大学院生による
訪問臨床の活動を20年近く継続

してきている。現在では，徳島
県総合教育センターではライフ
サポーター派遣（徳島県総合教
育センター，2020），徳島市では
学生メンタルサポーター派遣事
業（徳島市，2020）として臨床
心理学を学ぶ大学院生による訪
問臨床の活動が行われている。
筆者は大学の窓口や学生に指導
する立場でこの活動に関わって
いる。次節では活動の実際を紹
介しながら筆者がこの活動を通
して感じていることを追記する
ので，活動についてよりリアル
に感じてもらえたらと思う。

３．訪問臨床の実際
１）訪問臨床への導入
利用にあたっては，保護者か

ら学校に申請書類が提出され，
関係機関で調整したうえで大学
院生の派遣を決定する。保護者
が利用申請する際に子ども本人
の了承があることが前提となる
が、明確な拒否を示さない場合（注

１）は、訪問者の関わり次第で本
人が受け入れる可能性があるの
で派遣を行うことにしている。
もちろん本人が学生の訪問を楽
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しみにしていて、積極的に関わ
りを持とうとする場合も少なく
ないが，すぐには本人と会えな
い場合もある。そのような場合
は，まず何らかの形で本人に訪
問目的を説明することから始め
ている。また，訪問者が家族や
ペットと関わる姿を見たり聞い
たりして安心感を抱く場合もあ
る。訪問者は子どもたちの心に
侵入的にならないように，慎重
かつ根気強く関わることが求め
られる。これまでの活動の中で
は，壁越しに話しかけたり，手
紙でやりとりしたりしながら関
わり続けた事例もある。
２）基本的な構造と訪問者の役
割
相談室で心理面接を行う時に

は，構造化した枠を作って面接
を行うことが多い。しかし，吉
井（2017）も指摘しているよう
に，訪問臨床の場合，枠はかな
りゆるやかなものになる。訪問
臨床では，相談室での心理面接
でのスタイルがそのまま通用す
るわけではなく，相談室の面接
以上に枠，制限，関係性などを
常に意識させられることになる

（吉井，2017）。そこで大学院生
には，活動の原則となる枠は示
しながらも，活動をしながら枠
や制限することの意味を考えて
もらい，時には柔軟な対応も支
持するようにしている。その意
味をあまり考えずに原則を振り
かざす形になると，子どもとつ
ながりにくくなる場合もあるか
らである。
以下に，原則としている構造

とその中で起こりうる出来事に
ついて述べる。
①時間：1週間に１回，1時間を
基本とし，頻度と時間を固定し
て行う。また，訪問者が渋滞に
巻き込まれてしまったり，家族
の都合（注2）により時間が前後した
りするなど，様々な影響を受け
やすいことも特徴である。
②場所：家庭の敷地内で行う。
県のライフサポーター派遣では
学校派遣も行っているが，その
場合は学校の中で行うことが原
則となる。また，外出は原則行
わないが，原則だから絶対に行
わないわけではなく，その外出
が子どもにとってどのような意
味をもつかを慎重に判断するこ
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とが求められる。
③活動内容：子どもたちのした
いことに訪問者である訪問者が
寄り添う形をとっている。その
ため活動内容は，カードゲーム
やボードゲームをしたり，一緒
に絵を描いたり，趣味や好きな
有名人やアニメなどのお話しし
たり，愚痴を言ったり，悩みを
相談したり…と多岐にわたって
いる。時には，子どもが無言で
ゲームをしているのを，ずっと
見ているだけになる時間なども
あったりする。そのような場合
でも，少しずつ心の交流が図れ
るように関わる。
保護者や学校から学習を見て

欲しいという要望が出ることも
ある。もちろん，不登校の子ど
もたちへの学力保障は重要であ
るし，家庭教師が心理支援の役
割を果たすこともある（福元，2
002）。ただ，学習を見る人とし
て訪問するか，両方の役割を担
って訪問するか，心理支援の役
割で訪問するかでは，実際に果
たすことのできる役割は変わる
と考えられる。徳島県での訪問
臨床の活動では，あくまでも心

理支援としての役割を訪問者で
ある大学院生が担い，専門家の
指導を受けながら訪問している
ところにその特徴がある。
３）家庭や関係機関との連携
訪問臨床の活動はさまざまな

関係機関（教育委員会，学校，
スクールカウンセラー，大学な
ど）や家庭の協力の上に成り立
っている。
初回訪問の前には，必ず学校

のスタッフ（担任，教育相談担
当教員，スクールカウンセラー
等）や担当機関の職員，家族な
どと打ち合わせを行い，初回訪
問には学校のスタッフが同行し
ている。徳島県での訪問臨床の
活動が心理支援に特化している
ことは先に述べたが，このよう
にチームで対応することで，訪
問者である大学院生も子どもに
関わっている人たちについて知
り，自分が子どもへの支援全体
の中でどのような役割を意識す
ることができる。
４．おわりに－訪問臨床の意味
訪問者である大学院生との時

間を過ごすなかで，自分を表現
することがうまくできなかった
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子が，いきいきといろいろな話
をするようになったり，今まで
外の世界とつながることをしよ
うとしなかった子が，外の世界
に興味を持ち始めたりする。吉
井（2017）は，訪問者の役割に
ついて，恐怖心や孤独感を和ら
げて安心感や信頼感を抱かせる
役割，寄り添う身近な心理的な
支えとしての役割，外界への橋
渡しとしての役割があると述べ
ている。このように，訪問臨床
は関わることで関わることの意
味を付与するような役割を果た
していると思われる。子どもた
ちがその意味をきっかけとして
次の関わりにつながり，自分ら
しい人生の物語を創っていくこ
とが期待される。
また，「はじめに」で筆者自身

の経験を少し述べたが，これか
ら専門家になる大学院生も良い
意味での素人性を秘めている。
大学院生に見え隠れするその素
人性に反応して，子どもたちは
自分と共通する何かを発見して
共有する（注3）。だからこそ，専門
家が行う訪問臨床にはない意味
がそこにはあるのだ。

最後になったが，この訪問臨
床の活動は大学院生にとっても
自分を見つめ直し，専門家とし
て成長するための基礎を作って
くれている。まさに，育ち合う
活動であるといえよう。

注1 例えば，保護者が「大学院生さんに来てもらっていい？」と

聴いて，子どもが「うん」とか「別にいいけど」と言った場合には，

確かに了承しているが，訪問者に来て欲しいと思っているわけでは

ない可能性は高い。たとえ来て欲しいと思っていても，当日になる

と「会いたくない」「会えない」となる場合もある。また，不登校

の子どもたちの中には昼夜逆転をしてい子もいて，訪問の時間に起

きていることができずに会えないことが続く場合もある。

注2 訪問は家族の在宅時に行う

注3 吉井(2020)はこれをシンメトリー経験と呼んでいる
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スクールソーシャルワーカーによる、
不登校児童と家族の支援
～人は情けの下に住む～

笹賀 和男
徳島県スクールソーシャルワーカー協会会長

１．はじめに
「人は情けの下に住む」とい

う言葉を体現した人物がいる。
それは、児童福祉の父と呼ばれ
た石井十次である。この言葉は
次の一節からきている。
『鮎は瀬に棲み、鳥は木に宿り、
人は情けの下に住む』
それぞれが生活するのに最も

適した環境のことである。石井
十次は、今から13３年前の１８
８７年に「岡山孤児院」を設立
した。当初は２０名ぐらいの児
童を預かっていたが、１８９１
年の濃尾地震では９３人を救済
し、1906年には、東北地方一帯
の冷害被災児を１２００名収容
した。福祉の概念も男女同権も
ないときに「来るものは拒まな
い」「人間みな同じ」の主義で教

育と労働を兼ねた職業教育を与
えた。
また、石井十次は「親のない

孤児より不幸なのは、心の迷い
子、精神の孤児」と言い、孤立
した児童が最も不幸であるとし
た。この言葉は正に現代でも通
じる言葉であると思う。
私は、３６年９ヶ月の間、児

童自立支援施設「徳島県立徳島
学院」に奉職し、その中で、石
井十次を知り、「人は情けの下に
住む」という言葉が私の指針に
なった。
退職後、社会福祉士の資格を

取得し、徳島県スクールソーシ
ャルワーカーになった。この原
稿の中でお伝えしたいのは次の3
つである。
①ソーシャルインクルージョン
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（社会的包摂）
全ての人を孤独や孤立、排除や
摩擦から援護し、社会の構成員
として包み支え合う社会を目指
すこと。
②明珠在掌（みょうじゅたなご
ころにあり）
非常に価値のある宝物は、すで
にあなたの手の中にある。
③生きる勇気
自分に価値があると思える時に、
勇気を持つことができる。

（Ａ．アドラー）
２．スクールソーシャルワーカー

（ＳＳＷ)について
スクールソーシャルワーカー

事業は、文部科学省が２００８
年より「スクールソーシャルワ
ーカー（SSW）活用事業」を調
査研究事業と位置づけ、国庫委
託事業として開始、全国的に事
業化した。
徳島県の事業開始は２０１７

年からであり、社会福祉士及び
精神保健福祉士が任用された。
勤務は週1日6時間、年４２週、
計２５２時間である。２０２０
年度は１５名が任用されており、
県内で業務を行っている。

大阪府立大学 山野則子教授は、
ＳＳＷは、下記の役割があると
している。
①問題を抱える児童生徒が置か
れた環境への働きかけ

②関係機関とのネットワークの
構築

③学校内におけるチーム体制の
構築・支援

④保護者、教職員に対する支援
・相談・情報交換

⑤教職員等に対する研修活動

児童やその家庭が抱える課題
は様々な要因が複雑に絡まり合
い、学校だけでは問題解決が困
難であるケースも多い。そのた
め関係機関と連携してソーシャ
ルサポートネットワークを作り
解決していく必要がある。ＳＳ
Ｗは児童自身だけでなく、児童
が置かれた環境に働きかける。
環境を整えることによって、児
童が本来持っている力を発揮さ
せていく。相談内容は、不登校
や発達障害、いじめ、非行など
多様である。そのため様々な支
援のバリエーションを紹介する
といった、オーダーメイドの支
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援が必要である。共に試行錯誤
し、解決を目指すケースが多い。
また、課題はすぐに解決しない
ケースがほとんどであるため、
長期に支援していくというスタ
ンスが大切である。
ＳＳＷの強みは、アウトリー

チ（訪問支援）と第三者的立場
であると考えている。アウトリ
ーチすることにより、児童、保
護者、教職員や関係機関の置か
れた状況がよく分かり、その後
の手立てがしやすくなる。また、
第三者的な立場も強みである。
ＳＳＷは、学校の内部の人間で
ありながら、また外部の人間で
もある。その立場こそ、学校内
外の双方の視点を持ちながらも
新たな対策が講じられる可能性
を持っている。
３．事例紹介
（性被害にあい不登校になった
男子児童）

（事例は書面により本人と保護
者に同意を得、個人が特定でき
ないように情報に修正を加えた）
このケースは、それまで登校

できていた小学６年生の男子児
童が、些細なミスにより恐喝さ

れ、さらに性的被害にあい不登
校になった事例である。
他担当地区のＳＳＷより私の

担当地区で「児童が恐喝されて
困っている保護者がいる」とい
う連絡が入ったため、「私の所属
機関に連絡すれば相談にのれる」
と伝えると、保護者から依頼が
あり、数日後、その母親と面談
した。
私は以前から、別件でこの学

校から相談を受けており、授業
参観をさせてもらっていた。今
回の事件があったのも同学年の
児童であり、児童や教職員にと
って私が学校に居るということ
については抵抗感はなかったと
考えている。

（１）警察との連携
ことの始まりは、小学６年生

のＡ男が学校で同クラスのＢ子
の足に水筒を落としてしまった
ことによる。問題行動を繰り返
しているＢ子はＡ男に慰謝料を
要求し、そして、性加害を行っ
た。男児が女児から性的暴行を
受けるという希有な事例でもあ
る。
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母親から相談を受けた私は、
警察やスクールカウンセラー（Ｓ
Ｃ）の協力が必要であると考え
た。母親に対し警察に被害届を
出すことを提案したところ、了
承してくれた。被害届の提出の
背景には、Ｂ子が今までも他児
童や教職員に対して暴言や暴力
があり被害者が複数名いたこと、
Ｂ子の家庭が学校に非協力的で
問題行動が発生しても応じない
ことがあった。
私は、警察へ母親と同行した。

警察は「抵抗出来なかったの
か？」など疑問も抱いたようで
あったが、丁寧に状況を説明す
ると被害届を受理してくれた。

（２）Ａ男との関わり
事件後から不登校になったＡ

男との面接は、終結までに13回
に及んだ。面接の前後では、授
業を参観しクラスの状況を把握
した。
初回面接は、Ａ男に緊張した

様子はなかったが、咳払いや瞬
きが散見された。あえて、事件
に触れるようなことはぜず、趣
味、家族、友達、勉強、体調及

び家での様子等の話をした。
その後、週に１回ほどの面接

をしていると、Ａ男のほうから
警察の現場検証や調書の作成、
今の不安や将来のことなども話
してくれるようになった。不安
は、親友やクラスメイトがどう
思っているか。そして、同クラ
スの加害者のＢ子の登校状況で
あった。面接中は咳払いや瞬き
が止むことはなく、家ではトイ
レに行く回数が増えたと母親が
言っていた。
Ａ男の心配は、友達から登校

してない理由を聞かれたときに、
どう答えてよいのか分からない、
事件のことを知られてしまう。
ということと、Ｂ子への対応で
あった。友達への返答は２人で
一緒に考えた。そして、「ちょっ
と、嫌なことがあった。今は言
えないけど、もうちょっとして
言えるようになったら言うから」
と返答することに決め、躊躇な
く言えるように繰り返し練習を
した。また、Ｂ子が近寄って来
たときの対応も2人でイメージト
レーニングをした。Ａ男は次第
に自信がつき、午前中の２時間
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ではあるが、登校し教室で学習
できるまでになってきた。
性被害という特殊性から、Ｓ

Ｃとの連携が必要と考えていた。
このことについては、Ａ男と保
護者も同意してくれ、ＳＣが月
に１回面接してくれることにな
った。本児や保護者にとっては、
ＳＳＷとＳＣの２つの支援が受
けられることになった。
また、母親は本児を心療内科

にも受診させた。医師から、Ｐ
ＴＳＤであることを告げられ、
しばらく服薬することとなった。

（３）不登校状況から回復
学校に１～２時間の登校が週

に２～３回できるようになった。
親友から学校に来ない理由を聞
かれたが、事前に練習した受け
答えができ切り抜けた。また、
Ｂ子から威圧的な目で睨まれる
こともあったが、教職員の見守
りにより、ことなきを得た。Ｂ
子は、今回の事件で警察から事
情聴取されたこともあってか、
以前のような振る舞いは少なく
なった。ただ、教室で「警察に
何でもちくる奴がおる」となど

と放言し、反省の気持ちはなか
ったようである。Ｂ子への取り
調べや現場検証の進捗状況は全
く分からなかった。その後、Ｂ
子は、登校することが少なくな
ってきたようであった。Ａ男は、
秋にはほぼ毎日登校できるよう
になり、運動会など行事へも参
加し無事に３月に卒業できた。

（４）検証と課題
本児が再登校できたのは、第

一義的には学校内の教員間の協
力体制にある。教員間の情報共
有や連携が本児を支えた。その
努力があって、ＳＳＷやＳＣが
有効に機能し、再登校に結びつ
いた。また、警察や医療からの
支援も受けることができた。警
察の事件処理は、加害者Ｂ子に
とって問題行動の抑止力になっ
た。こうしてみると、本児の不
登校状況を改善した大きな要因
は、チーム学校と関係機関の豊
かな連携であったと思う。
課題は、加害行為をしたＢ子

への支援である。Ｂ子及びその
保護者は支援ができる関係性や
要望がなかったため、支援には
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至らなかった。しかし、加害者
Ｂ子への支援ができてこそ本当
の意味での支援が完結すると考
えている。先々、Ｂ子や保護者
から相談があれば対応したい。
この事例を通じて、些細なき

っかけで不登校になる危うさが
今の社会にはあることを実感し
た。
４．おわりに
徳島県にＳＳＷ活用事業が入

って４年目である。認知度も低
く課題も山積している。
「我々は微力であるが、決して
無力ではない」
色々な社会的資源を活用し、

顔の見えるソーシャルサポート
ネットワーク作りを行い、豊か
な支援共同体を構築したいと考
えている。孤立している児童や
家庭に寄り添い、支援の届かな
いところに光を、と思っている。
人々に共感を得ながら、この事
業を着実に定着させ後世につな
いでいきたい。

参考文献
「石井のおとうさんありがとう
―石井十次の生涯―」

林 冬子
「学校プラットフォーム」
山野則子

略歴
２０１５年
児童自立支援施設
（県立徳島学院）に３６年９
ヶ月勤務し退職

２０１５年６月～
保護司就任
（被害者担当保護司２０１５
年１１月～２０１８年３月）

２０１７年３月
社会福祉士資格取得

２０１７年４月～
徳島県スクールソーシャル
ワーカー任用

２０１８年３月
精神保健福祉士資格取得
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令和元年度徳島県ひきこもりに関する

実態調査の結果について

徳島県保健福祉部健康づくり課

【背景】
いわゆる”ひきこもり”状態に

ある方への対応については、以
前は主に若年層特有の問題とし
て、不登校などと併せて取り上
げられていました。国の所管も
厚生労働省ではなく、青少年を
担当する内閣府で対応を行って
きたところです。しかし近年で
は、対象者は若年層に留まらず、
中高年層にも広がりを見せ、国
民全体の問題として認識されて
きています。このような状況の
もと、国は初めて４０歳以上
６４歳以下を対象とした全国規
模のサンプル調査を実施、その
結果を平成３１年３月に公表し
ました。結果は、平成２７年に
調査を行った１５歳以上３９歳
以下の若年層の推計数約５４万
人を上回り、約６１万人の方が
ひきこもり状態にあるとの推計

がなされました。このような状
況を受けて、徳島県では県下の
より詳しい実態を把握するべく、
令和元年度に初めて県内全域を
対象とした実態調査を実施しま
した。
【調査方法について】
調査は県下全市町村の民生・

児童委員を対象に、平成３１年
４月時点で委員が既知の情報に
ついてアンケート形式にて実施
しました。それぞれの委員が把
握しているひきこもり状態にあ
る方について、年齢層や性別、
期間、原因といった項目につい
て回答いただきました。対象者
は概ね１５歳以上で病気などの
理由が無く、６ヶ月以上仕事や
学校に行かず、家族以外との交
流が少なくほとんど外出しない
方をひきこもり状態にある方と
して定義しています。調査結果
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の詳細については県ホームペー
ジhttps://www.pref.tokushima.l
g.jp/ippannokata/kenko/kenko/5
033031に掲載していますので、
御覧ください。（「徳島県 ひき
こもり 調査」で検索）
【調査結果の概要について】
調査の結果、県下全市町村で

合わせて５５０人の方がひきこ
もり状態にあるとの回答を得ま
した。１５歳以上の県内人口に
占める割合としては０．０９％
程度であり、これは同様にアン
ケート形式で調査した他県と近
似しています。内訳としては男
性が約８割を占め、年齢では
４０歳代が約３割で、最も多く
なりました。世代による性別に
偏りはありません。また、１０
年以上ひきこもり状態にある方
が４割を占め、原因については
若年層は不登校、中高年齢層は
離職をきっかけとした事例が多
く見受けられました。これらの
傾向は概ね国や他自治体での調
査結果とも合致しており、本県
でも全国と同様に当事者の年齢
層の上昇と長期化の様相を示し
ています。当事者の年齢が上が

るにつれて同居する家族の人数
は減少していきます。長期化に
伴い当事者本人だけでなく家族
（主に両親）も当然に高齢化し
ており、高齢の親と中高年齢層
のみの世帯が社会から孤立する”
８０５０問題”も注目を集めたと
ころです。ひきこもりに至った
原因としては、若年層は不登校
のほか進学・就職の失敗に起因
する一方、中高年齢層では不況
による解雇・倒産を含む離職を
きっかけにひきこもってしまっ
た事例が見受けられました。調
査に御協力いただいた民生・児
童委員の方からは、家族が第３
者の介入に否定的で現状につい
て中々話してもらえないとの御
意見をいただきました。
【当事者・家族への支援につい
て】
県では以前より県精神保健福

祉センター（徳島市新蔵町）の
中に、ひきこもり地域支援セン
ター『きのぼり』を開設し、当
事者・家族への支援や市町村・
社協その他の支援機関からの相
談に応じています。『きのぼり』
では相談対応のほか、当事者の
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居場所づくりやひきこもりの特
性を知るための家族向けの教室
開催など、当事者・家族への支
援を実施しています。他にも、
ひきこもりサポーターの養成を
行い、当事者・家族への支援の
ための派遣に備えています。さ
らに、今年度から相談支援の体
制を強化するために、『きのぼり』
のサテライト拠点の運用を開始
しました。隔週で南部・西部地
域における支援を行うことで、
これまで距離的・時間的に徳島
市内の『きのぼり』への来所が
難しかった方も相談がし易くな
っています。併せて、医療、福
祉、就労等の関係機関による多
職種の専門家チームも設置し、
市町村等への助言等の支援体制
を強化しています。
また、労働局を中心に、就職

氷河期世代に対する就労のため
の総合的な支援を図っていくた
めのプラットフォームの設立も
なされたところです。就職氷河
期世代で支援を必要とされてい
る方の中には、就職の失敗や離

職をきっかけとしてひきこもり
状態となった方がおられます。
より重点的に支援を行い就労に
繋げることで、ひきこもり状態
を解消することを目指して関係
機関が連携していきます。
【今後について】
”ひきこもり”は、それ自体が病

気ではなく、様々な要因によっ
て引きこもっている状態を指す
言葉です。そのため、要因を取
り除くには色々な方向からの働
き掛けが必要とされます。支援
にあたっては当事者との意思疎
通が必要ですが、新型コロナウ
イルス感染症が広がりを見せ、
当事者・家族と支援者が密に接
しての支援は難しい情勢にあり
ます。各支援機関におかれまし
ては、感染防止対策と併行した
難しい対応が求められますが、
引き続き当事者・家族への御支
援をよろしくお願いします。

ひきこもり地域支援センター
『きのぼり』
電話０８８－６０２－８９１１
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ひきこもり地域支援センターきのぼりの取組

紀川 功充
徳島県ひきこもり地域支援センターきのぼり相談・地域支援担当

１ はじめに
ひきこもりは一見すると自由

気ままな生活にも見えるため，
家族や周囲の中には，その状態
を本人が自分らしく生きている
状態である，と思い込んでいる
人は少なくありません。もちろ
ん，そういった人もいない訳で
はありませんが，厚生労働省の
「ひきこもりの評価・支援に関
するガイドライン」では，「ひき
こもり状態に在る子どもや青年
が全て社会的支援や治療を必要
としているわけではない」，「例
えば，（中略）家族がそのような
生き方を受容しており，当事者
もその考えであるため社会的支
援を必要としていない事例の場
合，少なくとも当面は支援を要
するひきこもり状態とはならな
い」としており，本当に「自分
らしく生きている」人で家族も

それを容認している場合は，そ
もそもひきこもり支援の対象で
はありません。
しかし，ひきこもり状態にあ

る人達は，決して好きでひきこ
もっている訳ではなく，社会に
おいて自分らしく生きられない
からやむなくひきこもっている
という場合がほとんどです。初
回相談時に家族の方から現在の
生活状況を聞くと「一日中携帯
やＰＣのゲームをしている」，「ず
っと携帯をいじっている」，「寝
てばかりいる」と話されること
が多いのですが，その当事者か
ら直接話を聞くと「ゲーム以外
にすることがない」，「何もする
ことがないから寝てた」と説明
されます。どちらの側も当事者
のある状態を「正しく」描写し
ている訳ですが，「自分らしく生
きる」という観点から見ると，
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その記述は全くの正反対を指し
ています。こうした「やむなく
ひきこもっている人達が自分ら
しさを損なうことなく社会参加
するにはどのような支援が必要
か」がひきこもり支援の共通す
るテーマとなります。

２ 沿革・実績
ひきこもり地域支援センター

「きのぼり」はひきこもり支援
における地域の中核機関となる
ことを目的に平成22年4月1日に
精神保健福祉センター内に設置
されました。

センターではひきこもり当事
者の相談のほか、家族相談、関
係機関の相談にも応じています。
ひきこもり相談の多くは家族相
談から始まることが多いのです
が、最近では高齢化した父母の
健康相談や経済相談から関係機
関につながり、経済支援機関や
高齢者支援機関と協同で支援に
あたる場合も少なくありません。

３ ひきこもり支援のプログラム
ひきこもり支援には家族支援

の段階、個人支援の段階、中間
・過渡的な集団との再会段階、
社会参加への試行段階があり、
各段階を一段一段進むことが重

要とされています。

ひきこもり相談実績 技術支援

年度 来所相談
訪問・出張
相談

電話相談
当事者グル
ープ活動

親の会 家族教室 関係機関

Ｈ２９
実人数 97 2 93 16 7 14

168
延人数 283 4 246 624 10 27

Ｈ３０
実人数 97 4 99 23 10 18

144
延人数 377 6 246 570 16 39

Ｒ１
実人数 100 2 125 23 6 24

142
延人数 335 3 239 440 14 54
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＜センターで行っているひきこ
もり支援事業＞
【ひきこもり家族教室】
ご家族がご本人を理解しサポ

ートするために必要な、ひきこ
もりやその周辺に関する基本的
な知識や対応のヒントを学べる1
回90分、全3回の講義形式のプロ
グラムです。内容は第1回「ひき
こもりについて」第2回「精神障
がい／発達障がい」第3回「本人
への対応について」となってい
ます。

【ひきこもり親の会】
子がひきこもっているという

同じ悩みを持つ親同士が語り合
う場です。共通した悩みを語り
合ったり、「他の人はどうしてい
るのか」という対処や、他の家
族がしている工夫を聞くことで、
親自身の不安や悩み、孤立感の
軽減をはかることが目的です。
【ひきこもり当事者グループ】
ひきこもり当事者を対象とし

たグループ活動です。ひきこも
り状態で他者と接する機会がほ
とんどなかった当事者が社会参
加に向けて段階的に必要な力を
つけていく中間的な場所です。
コミュニケーション機会の確保
と過去の経験から生じた集団参

(厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」平成22年）
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加の苦手感を軽減することを目
的としています。活動は時間内
であれば来るのも帰るのも自由
で、内容も軽スポーツや手工芸、
料理、洗濯、SSTなど様々です。
出席や発言の強要や非難もなく、
参加者それぞれの意思やペース
を大切にすることを心がけて運
営しています。個別相談を通し
て参加が役立つと思われる方に
ご案内しています。

【サテライト相談事業】
今年度より、センターから遠

隔にお住まいの方がより相談し
やすくなるように、西部、南部
圏域でも定期的に相談を行うサ
テライトを開設しました。西部
は美馬保健所と三好保健所、南
部は阿南保健所と美波保健所に
場所をお借りして実施していま
す。ご本人やご家族の相談のほ

か、ひきこもり家族教室の開催、
関係機関への技術支援などを行
います。

【ひきこもりサポーター養成研
修】
地域に潜在するひきこもり状

態にある方を早期に発見し、適
切な支援機関に早期につなぎ、
継続的な支援を行う「ひきこも
りサポーター」を養成すること
を目的に年1回研修を行っていま
す。

【ひきこもり支援従事者研修】
地域のひきこもり支援に携わ

る方を対象にひきこもり支援に
関する理解を深め、支援従事者
の資質向上を目的とした研修会
を開催します。

【ひきこもり対策連絡会議】
ひきこもり当事者及びご家族

等、個々の状況に応じた適切な
支援を行うために、保健・医療
・福祉・教育・労働等の関係機
関からなる連絡会議を年1回開催
し、情報交換など各機関の間で
より効果的な連携が確保できる
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よう努めています。

４ 最後に
ひきこもりには精神疾患，発

達障がい，パーソナリティ等様
々な背景があります。それらの
要因のため，当事者の方は，本
来自分らしく生きるための必須
要因である「社会の中で生きる」
ことが「自分らしく生きる」こ
とと矛盾を引き起こし，その葛
藤の中のやむを得ない選択とし
てひきこもり状態が生じると考
えられます。また，ひきこもり
状態は他の家族の生活にも様々
な影響を与える点にも留意する
必要があります。当センターで
は，家族教室や家族相談の中で，
家族の方も自身の生活を大事に
しながら長期的な支援に備えて
いく必要があることを常に強調
しています。こうした当事者，
家族の方が自分らしく生きてい
くための支援がひきこもり支援
の根幹になると思います。

＜参考資料＞
厚生労働省「ひきこもりの評価
・支援に関するガイドライン」
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CRAFTを活用して自分らしく生きる
吉田 精次

藍里病院 依存症研究所

依存症治療では家族から相談
を受けることが多いです。精神
科に相談に来るのですから、家
族は相当困った状況で受診して
います。相談内容は大別すると
「本人が治療を受けたがらない
ので困っている。なんとか本人
が受診するようにならないか」
と「本人との対応の仕方がわか
らないので困っている」です。
家族関係が壊れてしまっていて、
会話が成り立たなくなっている
ケースもあって、家族支援の進
め方に長年苦しんでいました。
自分の能力では対応できないこ
とも少なくありませんでした。
なんとか効果的な家族支援がな
いものか、自分なりに試行錯誤
しながら、いつもなにかよい情
報がないかと探し求めていまし
た。そのときに出会ったのがCR
AFTです。2005年に学会発表で
初めて耳にしましたが、どこで
どのように学べばよいかわから

ないまま時間が過ぎていきまし
た。本格的に学び始めたのはア
マゾンでCRAFTの家族向けのテ
キスト（“Get Your Loved One
Sober”、当時は未翻訳）を見つけ
てからでした。読みながら臨床
で部分的に使ってみると、確か
な手ごたえがありました。そこ
から本格的にCRAFTの研究が始
まりました。
CRAFTはCommunity Reinfor

cement And Family Training
（コミュニティ強化と家族トレ
ーニング）のことです。患者さ
んが作る人間関係を総称してコ
ミュニティと呼んでおり、家族
を最も患者さんに良い影響を与
えられる存在であると位置づけ
ます。CRAFTの目標は患者さん
が治療を開始すること、問題行
動が減ること、家族の生活の質
が改善することの３つです。当
院でのCRAFT個別プログラム開
始後2年間のデータでは約8割の
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患者さんが受診につながりまし
た。家族からの感想では「イネ
ーブリングのことなどを知り、
混乱することが減った」「話を聞
いてくれ、わかってくれてあり
がたい。正論で返されず話し合
ってくれて助かった」「私の笑顔
が増えた」「話ができる場所がで
きて気分的に楽になった」「私に
もできそうなことを教えてくれ
るので安心」「夜ぐっすり眠れる
ようになった。視野が広がって
楽になったのが良かった」「本人
が治療につながって安心した」
「暴力からは逃げることを知っ
てよかった」などが多く、これ
らにCRAFTの特徴がよく現れて
います。
テキストのタイトルは「あな

たの大切な人がシラフになるた
めに」という意味ですが、アル
コールや薬物に苦しむ患者さん
を「あなたの大切な人」と呼ぶ
ところがCRAFTの神髄です。依
存症治療を続けているうちに、
患者さんと家族がいがみあった
り対立する現実をたくさん見て
きました。私自身も問題行動だ
けに焦点を当て、アルコールや

薬物をいかに止めてもらうか～
止めさせるかに意識が向いてし
まい、家族にとって患者さんが、
患者さんにとって家族がどのよ
うな存在なのかを考えなくなっ
ていました。その意味でこのタ
イトルには頭をガツンとやられ
ました。深刻な問題に対処して
いく上で最も大切なことは何
か？人が自分の行動を変えたい
と思う動機はどこから生まれる
のか？についての一つの解答が
これでした。依存行動はその問
題点を指摘されたり、叱責され
たり、正論で行動を変えるよう
に言われてもなかなか変わりま
せん。それは依存症治療をやっ
てきて実感していました。しか
し、ではどのように問題を捉え、
対処すれば最も良い変化を生み
出せるのかについての明確なア
イデアが私にはありませんでし
た。そこにこの衝撃が来ました。
患者さんが「大切な人」として
扱われた時にはじめて変化が生
まれる、CRAFTはこの考えに徹
頭徹尾貫かれています。大切な
人と思えなくなっているとした
ら、それはなぜなのか？もとも
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と大切な人でなかったのでない
のなら、なにが障害になってい
るのだろう？そういう方向に考
えが発展していくのがCRAFTの
特徴です。
CRAFTはオペラント条件づけ

学習理論を基礎にしています。
人は行動の直後の環境の変化に
応じて、その後その行動を繰り
返すかどうかを学習します。報
酬を感じれば繰り返します。罰
効果を体験すればその行動の頻
度は減ります。学習された行動
は自発的なものです。この「自
発性」は依存症の回復には欠か
せません。ある意味、依存行動
も自発的行動です。それは依存
行動がもたらす結果がその人に
とって報酬になっていることを
意味します。物事を表面的にし
か見なければ「体も壊して、仕
事も休んで、なんで酒を飲んで
いるんだ？」になるでしょう。
なぜその人がそこまでして飲酒
を続けるのか理解できないでし
ょう。しかし、その行動の報酬
効果を探っていくと、理性的に
考えれば引き換えにするには大
きすぎる損失がありながら、そ

れを上回るなんらかの報酬を得
ていることに気が付きます。こ
こは依存行動がなぜなかなかや
められないのかの最も根源的な
部分です。CRAFTを研究してい
くと、こういった本質的なこと
に目が向いていきます。
CRAFTには理論と技術と目標

を実現するための方法論があり
ます。理論の柱は「動機」と「強
化」です。人には必ず動機があ
る、と考えます。健康で生きた
い、家族と仲良く暮らしたい、
自分を大切に扱ってほしい、大
切な人を愛したいなどが最も根
源的な動機ではないかという見
方をします。その動機をいかに
強化するかを考え、アイデアを
出し、実行することでその人が
陥っている問題行動から自発的
に抜け出すことができないかと
考えます。家族にとって患者さ
んが大切な人であるなら、その
人にどうなって欲しいのか、私
はどうなりたいのかに焦点を当
てて、探っていきます。各々の
動機を見出し、強化していきま
す。すると、不思議なことに私
（治療者）自身の動機はなにか
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と考えるようになります。それ
はやはり相談に来た家族に元気
になってほしい、そうなるため
には何が必要かという発想にな
っていきます。これを繰り返す
うちに、私自身に深く染みつい
ていた問題志向型の発想（問題
を見つけ、指摘し、改善を促す）
や行動を変えない相手に対する
否定的な見方（究極は相手を正
論で裁く）が徐々に変化してい
きました。CRAFTを使うという
ことは常に目の前にいる相手の
中にある動機を見つけようとし
ます。そして、どう動機を強化
すればいいかといつも考えるよ
うになります。先ほど紹介した
家族の感想はそういう見方や考
え方に満ちた面接空間に身を置
いた結果であると私は考えてい
ます。
CRAFTの技術で一番有名にな

ったのは肯定的なコミュニケー
ションスキルでしょう。否定的
な話法（「これ以上飲むと死ぬ
よ！」）から肯定的話法（「今飲
むのを止めると、あなたの体は
元気になるよ」「あなたに元気に
なってほしい」）への転換を図り

ます。詳細は成書に譲りますが、
良い技術は人の価値観や生き方
まで変えてくれるということを
CRAFTプログラムの現場で度々
目撃してきました。肯定的話法
を使うことで相手への影響もさ
ることながら、自分の心に変化
が起きます。「わたしにこんな暖
かい気持ちがあったのか」と気
づく家族も多いです。依存症と
いう病気は患者さんだけではな
く、身近にいる人たちが持つ自
分や相手を大切に想う心を窒息
させていきます。現実に起きて
いる深刻な問題にどう対処する
かということも考えながら、常
に動機と強化を探ることで窒息
しそうになっている心に酸素を
供給していきます。この効果は
とても大きいものです。もちろ
ん、依存症は一筋縄ではいかな
い病気です。境界線を引く技法
や、自分を守る技法など他にも
重要なスキルがCRAFTにはたく
さん用意されています。
自分らしく生きるとはなにか

を的確に説明することはできま
せんが、「その人の持つ良いもの
が現れること」は重要な要素の
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一つではないかと思います。人
にはさまざまな要素があります。
私自身の中には醜い部分や清い
部分が混在しています。なにを
引き出すかがその人の今とこれ
からを決めると思います。CRAF
Tを通した実践は私の良い部分
を引き出してくれているようで、
一番のご利益をいただいている
のは私自身ではないかと思って
います。

【略歴】
昭和５６年、徳島大学医学部卒。
平成１３年からアルコール依存
症治療を開始。徳島刑務所にお
ける薬物離脱教育を６年間担当。
平成１９年からギャンブル依存
症の治療を開始。現在は依存症
全般を専門として治療にあたっ
ている。
藍里病院副院長、藍里病院依存
症研究所所長、全国断酒連盟・
顧問、徳島ダルク支援会・代表、
日本アルコール関連問題学会・
評議員、徳島自殺予防面接技法
研究会・世話人、徳島いのちの
希望・評議員



- 44 -

生活困窮者自立支援事業の
取り組みについて

大久保 千惠
徳島市生活あんしんサポートセンター主任相談員

1 はじめに
生活困窮者自立支援事業は、

平成25年12月6日に生活困窮者自
立支援法が成立し、平成27年4月
から全国で実施されることにな
りました。この事業が創設され
ることになった背景には、雇用
や地域、家族のあり方の変容と
いった、日本の社会経済上の構
造的な変化があります。
このため、これまで十分では

なかった、生活保護受給者以外
の生活困窮に対するいわゆる「第
２のセーフティーネット」を構
築することになったものです。

2 生活困窮者自立支援事業の各
事業の概要
自立相談支援事業、住居確保

給付金は、全国の福祉事務所で
取り組まれている必須事業です。

任意事業（就労準備支援事業、
一時生活支援事業、家計改善支
援事業、こどもの学習・生活支
援事業）は各福祉事務所で取り
組みに違いがあります。
自立相談支援事業
生活困窮者にとっては、情報

と支援サービスの一元的な拠点
として、複合的な要因によって、
既存の制度や機関では十分に対
応できない生活困窮者を包括的
に受け止め、どのような支援が
必要かを把握し、自立のための
支援計画を策定し、適切なサー
ビスや関係機関につなげます。
課題が複雑化する前に早期支

援をおこなうことが重要ですの
で、積極的に訪問活動をするこ
とや、本人に同行して関係機関
を訪れ、ご本人に寄り添いなが
ら課題解決に向けて支援を行い
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ます。
住居確保給付金
離職ややむを得ない休業等に

より住居を失った又はそのおそ
れがある生活困窮者に対し、就
職に向けた活動を要件に、有期
で家賃相当額を支給します。
就労準備支援事業
自立の見込は一定程度あるも

のの、決まった時間に起床・就
寝出来ない等、生活習慣の形成
・改善が必要である、他者との
関わりに不安を抱えており、コ
ミュニケーション能力など、社
会参加能力の形成・改善が必要
であるなど、公共職業安定所（ハ
ローワーク）における職業紹介、
職業訓練や求職者支援制度の対
象とはなりにくい人に対し、6か
月から１年程度を上限に、集中
的・計画的に、就労に向けた訓
練を実施します。具体的には①
生活自立支援 ②社会自立支援
③就労自立支援など、状況に応
じて段階的な支援を行います。
家計改善支援事業
家計に問題を抱える生活困窮

者からの相談に応じ、家計に関
するアセスメントを行い、家計

の状況を「見える化」し、家計
再生の計画・家計に関する個別
のプランを作成し、利用者の家
計管理の意欲を引き出す取り組
みです。
①家計管理に関する支援
②滞納の解消や各種給付制度等
の利用に向けた支援
③医務整理に関する支援
④必要に応じて貸付の斡旋など
一時生活支援事業
住居のない生活困窮者であっ

て、収入等が一定水準以下のも
の対して、一定期間（原則３か
月）内に限り、宿泊場所の供与
や衣食の給与等を実施、本事業
を利用中に、できるだけ一般就
労に結びつくよう自立相談支援
事業と適切に連携します。
自立支援センター等の退所者、

現在の住居を失う恐れのある生
活困窮者であって、地域社会か
ら孤立した状態にある者や、終
夜営業の飲食店や知人宅など、
屋根のある場所と路上を行き来
する不安定な居住状態にある者
に対し、訪問による必要な情報
の提供及び助言その他の現在の
住居において、日常生活を営む
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のに必要な支援を実施します。
子供の学習・生活支援事業
「貧困の連鎖」を防止するた

め、生活保護受給世帯を含む生
活困窮世帯の子どもを対象に以
下の支援を実地します。
① 学習支援
② 生活習慣・育成環境の改善
に関する助言
③進路選択（教育、就労等）に
関する相談に対する情報提供、
助言、関係機関との連絡調整を
行います。また、核自治体が地
域の実情に応じ、創意工夫を凝
らし実施（地域資源の活用、地
域の学習支援ボランティアや教
員OB等の活用等）

3 徳島市の状況
徳島市では就労準備事業、家

計改善支援事業、子供の学習支
援事業をおこなっており、自立
相談支援事業、家計改善支援事
業は徳島市社会福祉協議会が受
託、就労準備支援事業は労働者
福祉協議会が受託しています。

【事例1】
Aさん（５０歳代、女性）一人

暮らし。「失業手当が終わったが
仕事が見つからない。生活費が
足りずに家賃を滞納していたら
退去してほしいと言われ困って
いる」と相談があり、課題解決
に向けてプランを作成すること
となりました。Aさんは、母親か
ら厳しく注意を受けて育ってき
たため、自分に自信を持つこと
が出来ず、職場でも注意を受け
ると「この仕事には向いていな
い、このまま続けると迷惑をか
ける」と思ってしまい、辞職す
ることを繰り返してきたそうで
す。その結果、正社員ではなく
派遣の仕事を探す方が自分には
向いていると考え、派遣での就
労を繰り返していると話してく
れました。
また、仕事の切れ目があるこ

とが、今までにも何度かあり、
借入をしてやり繰りしてきた、
そのため家賃や国民健康保険料
を納めることができなかったと
話され、このまま、同じやり方
を繰り返してはいけないと思わ
れていることもわかりました。
家族にいうと怒られることはわ
かっており、絶対に言いたくな
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いこと、友達もおらず、飼い犬
だけが心の支えであり、その犬
のためにも今のマンションに住
み続けたいこと、そのためにも
早く就職を探したいことをお聞
きし、即収入を得るために、派
遣で仕事を探しながら、継続で
きる仕事も探していくことにな
りました。
すぐに仕事が見つかり、就職

することができたのですが、1か
月ほど経ち、親切に指導してく
れている人から注意を受けたこ
とにショックを受け、すぐに辞
めた方がよいだろうかと相談が
ありました。キャッシュフロー
表で家計状況の確認をしていた
こともあり、辞めてしまう前に
ご相談いただけたことで生活費
に切れ目がなく生活できました。
仕事で注意を受けた内容は、人
よりも覚えるスピードが遅いこ
とであったようです。一度にい
ろいろ言われると処理ができな
くなるという自覚は以前から持
っていたことを、その時に話し
てくださいました。人とは違う、
そんな風に感じていたともおっ
しゃいました。生きづらさを感

じておられたことから、一度検
査をしてみることを提案し、発
達障害であることがわかりまし
た。
説明を受け、今まで感じてい

たことに納得できたという気持
ちと、手帳や障害者として仕事
をするということへの抵抗、ど
ちらもあると話してくれました。
よく悩まれた結果、現在の仕事
をできる限り継続すると決断さ
れたので、就労継続を見守る支
援を続けました。それから1か月、
病院受診をすることを決断、半
年後に精神保健福祉手帳を取得
し、その後、障害者枠で正社員
として就職されました。仕事は
まじめで評価も高く、月1回の面
談時の表情が明るくなられまし
た。順調に家賃や保険料の滞納
も支払い、生活福祉資金も償還
されてプランを終結、２年を超
える支援でした。

【事例2】
Bさん（40歳代、男性）一人暮

らし。「生活保護を受給していた
が、叔母が亡くなり財産を相続
した。一人では家計管理に不安
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がある」と相談があり、家計改
善支援事業を利用するプランを
作成しました。7か月は生活でき
ることを確認し、毎月、残金の
確認を一緒におこなうことにな
りました。Bさんは、体調が悪く
て働くことができなくなり、生
活保護を受給し始めたそうです。
国民健康保険に加入し、通院し
た後、「健康保険証を提示して病
院受診したら、受付の事務員さ
んの顔が違って見えた。いつも
は冷たい顔をしているけど、に
っこりしていた。」とわざわざ電
話がありました。おそらく、事
務員さんの態度が変わったので
はなく、ご自身がそう感じてお
られたのだと思い、今後の生活
について改めて面談を行いまし
た。「本当は仕事をしたい。自分
の給料で生活をしたいと思って
いる。だけど長年、仕事をして
いないし、体がもつかどうかも
心配。そう考えるとやっぱり自
分には無理だと思う。なんの資
格もないし、年もとっているか
ら仕事なんて無理や」と諦めら
れている様子でした。
お金が尽きるまでには半年あ

るので、仕事ができるかどうか
チャレンジしてみるのはどうだ
ろうと提案し、就労準備事業の
説明をおこなうと、是非、やっ
てみたいと意欲的であったので、
就労準備事業を利用するプラン
に変更をおこないました。見学
から始まり、体験し、真面目で
やる気があるとの評価を得たこ
とで、目を輝かせ職場での様子
を話してくれるようになり、最
終的にはその職場に就職され、
再び生活保護を受けることなく
経済的にも自立をされてプラン
を終結。8か月の支援でした。支
援が終結した後、「職務時間が延
びて、忙しいけど頼られて嬉し
い」「正社員になった。その次に
はリーダーにもなれるかもしれ
ない」など、状況が変化する度
に弾んだ声で報告してくれてい
ます。

4 最後に
生活困窮者への支援を強化す

る本制度において、最も重要な
目標は、「生活困窮者の自立と尊
厳の確保」です。生活困窮者が
自立に向けた歩みを進めていく
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には、当事者の自立意欲が不可
欠であり、そのためには自己肯
定感や自尊感情の回復、つまり
「自分らしさ」を大切にするこ
とが重要であると考えています。
事例に挙げたAさん、Bさんに

おいても、最初は生活が上手く
いかず、自尊感情が低くやる気
を失いがちになった状態でした
が、生活、家計の状況だけを取
り上げるのではなく、できるだ
け丁寧に「何を大切にしたいの
か」「どう生きたいのか」を確認
し、ご本人の意思に寄り添った
支援をおこなったことが自立意
欲の向上に繋がったのだと思い
ます。
生活困窮状態にある多くの方

がそれぞれの「いきづらさ」を
抱える中で、ご自身の考えや行
動が何より重要であることを認
識し、ときには時間がかかって
も本人自ら考え行動できるよう
になるまで待つという「本人の
回復プロセス」を大切に、「自分
らしくいきる」ことへの寄り添
い支援をこれからも続けていき
たいと思っています。
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居場所とピアサポーターの役割について

～元ひきこもり当事者の立場から～

天野 雄二
特定非営利活動法人みよしサポート協会ぴあぞら事務局長

(元不登校・ひきこもり当事者)

はじめに
私どもの法人は、ひきこもり

の悩みを抱えている当事者・ご
家族の方への支援活動を行って
います。
ひきこもりといってもその様

相は、部屋から一歩も出られな
い方からコンビニや趣味の為に
は外に出られる方、老若男女問
わず何歳からでも起こる、精神
障がい・知的障がい・発達障が
い・身体障がいの方等様々です。
ひきこもり状態は、昼夜逆転

・家庭内暴力・自傷行為・自殺
念慮・過食拒食・無気力・イン
ターネットやゲーム等に依存と
いった問題行動を引き起こしま
す。これらの問題行動は益々ひ
きこもりを強化し泥沼へと入っ
ていきます。

また、家族の心理的・肉体的
・経済的負担も起こります。近
年では８０５０問題(８０代の親
が５０代の子どもを支える)に代
表されるように、長期高齢化が
進み、出口が見えない状態に家
族は疲弊しきっています。

ひきこもり当事者に会うという
こと
ひきこもり当事者は、いじめ

やパワハラ・セクハラ等、対人
関係でのトラウマを抱えてられ
る方もあります。「自分の気持ち
は誰にも解ってもらえない」、「他
者は信用できない」、「無理やり
引っ張り出される」、「会っても
意味がない」、「もうどうしょう
もない」といった思いから、お
会いすることも難しい場合があ
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ります。しかしながら、ご家族
との面談を進めているうちに何
かの拍子にお会いできる事もあ
ります。
このような思いの中でも何か

にすがりたいといった気持があ
る、また一方で今度ひどい目に
あったら人格が崩壊するのでは
といった葛藤があります。
我々にお会いいただけるのは、

当人からしたら『賭け』であり、
我々は試されています。

犯罪や自殺を防いでいる手段
上記に示したようにひきこも

りは問題行動に親和性がありま
す。問題行動にもそれぞれ意味
があります。例えば、昼夜逆転
は、日中、他者は勉学や仕事な
ど社会的活動を行っているのに
自分は何もしていない惨めさに
耐えられないので、みんなが社
会的活動を行っていない夜の方
が安心するから。インターネッ
トやゲーム依存は苦しみや嫌な
事を忘れさせてくれる。家庭内
暴力は自分を解って欲しい、こ
んな惨めな自分でも『好きか』
というメッセージです。

自殺を考える人は、『死にた
い』、『殺したい』、『殺されたい』
と言った３つの気持ちがあると
言われてます。誤解を恐れずに
申せば、それらを選択しないひ
きこもりという状態は、問題行
動とは書きましたがむしろ必死
に耐えているとも私は考えてお
ります。
ですが、それらの方法は、刹

那的な緊急手段であり、真の解
決に向かわず、負のループを繰
り返すこともまた事実です。
さらに、家族は、心配・恐怖

・怒りといった負の感情が沸き
上がります。親は、「ひきこもり
状態の子どもが居る」、「育て方
が悪い」等と責められた経験が
あり、他者に相談することを躊
躇い、家庭の中で苦しい状態が
続きます。
家族もまた傷つき耐えており、

勇気を出して相談に来られたと
の理解が必要です。家族に寄り
添うことが私どもの最初の使命
になります。

傷つきから回復へ
ひきこもりの元当事者の私ども
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は、自己開示により、当事者及
びご家族に対してのアプローチ
を行います。自己開示により、
他にも悩んだ経験を持っている
人がいると気づいていただくだ
けで、当事者・家族の孤立感が
和らぎます。
また、当法人では、不登校・

ニート・ひきこもりの方の居場
所を開設しています。
居場所は、特別な空間です。

傷ついた者同士は、聞かれたく
ないこと、話したくないことが
解り合えます。安心して居られ
る場所があるだけで、人はみる
みる回復し、成長していきます。
そして、家族との相談支援を

並行して行い、家族も回復する
と、家族・本人の行動する範囲
が広がっていきます。
回復し、行動が広がれば、就

労と考えられますが、これもま
た誤解を恐れずに申せば、元気
になった当人たちが選ぶ道であ
り、当人たちが納得するのであ
れば、我々がどうこう言う問題
ではないように思います。
私自身は、集団の中や会社勤

めは持たないと思います。それ

ぞれの方が、自分の生き方を見
つける方が、心の健康を保てる
と考えております。

経歴
１ 中学高校といじめを受け、
高校不登校ののち２０代後半ま
でひきこもる。
２ 精神科通院（現在も治療中）
３ ２００９年、放送大学発達
と教育専攻卒業
４ ２００９年、特定非営利活
動法人フリースクール阿波風月
庵の、ピアサポーターとして、
ひきこもりの居場所・相談・訪
問支援に従事する。
５ ２０１２年、特定非営利活
動法人みよしサポート協会ぴあ
ぞらを立ち上げる。
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地域の人々に支えられて

森脇 美鈴

特定非営利活動法人みよしサポート協会ぴあぞら事務局長
(元不登校・ひきこもり当事者)

はじめに
不登校・ひきこもりの当事者

であった私が支援に携わるよう
になり、10年余りが経過しまし
た。
近年では、家族の中で介護の

人手が足らず、さまざまな事情
から、18歳未満の子どもが家族
のケアを担う「ヤングケアラー」
という言葉がメディアで取り上
げられるようになりましたが、
当時の私の家庭でも同じように、
精神疾患を患う母のケアに家族
全員が追われ、小学校3年～中学
校2年まで、長期に渡って不登校
の状態が続いていました。
当時は、私達家族に頼れる親

族はおらず、また、精神疾患に
対しての偏見もあり、「近所に迷
惑をかけてはいけない」、「家の
中だけで解決しないと」と考え、

家族は孤立する一方でした。
混乱の中ではありましたが、

行政のサポートが入ったことで、
母が医療に繋がり、家族の負担
は大きく軽減されましたが、私
としては、これまで尽くしてい
た母のケアという役割を失い、
学校生活を再開するという気力
も無かったので、「この先自分は
生き伸びられるだろうか」と社
会への漠然とした不安を抱えな
がら生きていました。

大人に対しての不信感はあり
ましたが、中学校での養護教諭
やスクールカウンセラーとの出
会いを経て、地域の適応指導教
室へと繋がり、他者から受け入
れてもらえたことで、安心でき
る居場所に出会いました。適応
指導教室を卒業し、6年間ひきこ
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もり状態は続くのですが、社会
と繋がる希望は自分の中で少し
ずつ育ち、これから、自分を育
ててみようと、同じような経験
を持つ仲間の集いに足を運んだ
り、アルバイトなど、様々なこ
とに挑戦しました。
県西部でのひきこもり支援の広
がり ～自分を見つめ、他者と
分かち合える場～
2009年、ひきこもり支援団体

『特定非営利活動法人フリース
クール阿波風月庵』の林三知男
理事長と、スタッフの天野雄二
氏のお二方と出会うご縁があり、
県西部で不登校・ひきこもり支
援に尽力されていた行政、医療
機関のご協力をいただき、不登
校・ひきこもりの方の居場所『み
よし若者塾フリースペースすり
～ぴぃ』を開所し、2016年に法
人格を取得し『特定非営利活動
法人みよしサポート協会ぴあぞ
ら』として、ひきこもり支援活
動を行っています。
※活動の開催時間は、2020年現
在実施内容で表記しております。
１、来所相談・訪問相談
月曜日～金曜日9:00～16:00

ピアサポーターが当事者と家
族に対してのひきこもり支援を
行っています。
また、社会福祉法人と連携し

情報を共有、適切な医療・支援
機関に支お繋ぎすることもして
います。
２、居場所の運営(現在3カ所)
〇人と繋がれる居場所

『みよし若者塾フリースペース
すり∼ぴぃ』
開催：毎週火曜日 10:00∼12:00
目的：①家庭以外で安心して過
ごせることの経験
②自分のことを好きになっても
らう
活動内容：
・ボードゲーム・スポーツ・軽
作業・季節のイベント(お花見・
クリスマス会)
・コミュニケーション勉強会・
他団体との交流等
主に遊びを中心として、他者

とのコミュニケーションや、自
己理解、表現の方法を学びます。
訪れた方が、外でも自分の部屋
のようにくつろげる場所となれ
るような雰囲気を心がけていま
す。
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〇一歩踏み出す 就労体験・
地域交流
アンテナショップ『よらんdeや
まき』
開催：毎週金曜日 13:00∼17:00
目的：①家庭以外で安心して過
ごせることの経験
②自分のことを好きになっても
らう
③働いてお金を頂くことを経験
(参加しやすいように交通費を一
部支給)
①店舗営業・地域との交流を通
してコミュニティの更なる拡大
ぴあぞらのスタッフ3名と協力

病院の臨床心理士2名のほか、不
登校、ひきこもりに理解がある
地域の元養護教諭、看護師、保
健師、元福祉施設職員などの様
々な経験があるボランティアと
共に運営をおこなっています。
利用者と共に、室内での軽作

業や、食事作り、地域の方との
交流や、イベント出店なども行
い、居場所から一歩進んだ、就
労体験の機能を持っています。
３、山間部の方を対象
『ココニココロ』
開催：月１回 木曜日

10：00～15：00
目的：山城・東西祖谷の方を対
象とした、相談・居場所支援
山城、東西祖谷から池田町ま

での移動手段は限られており、
親の高齢化や本人が移動できな
い等、山間部ならではの課題が
あり、支援が充分でない状況が
続いていました。そこで、現在
閉校した小学校をお借りして、
ひきこもりの居場所・相談を行
っています。
おわりに
自身の体験を振り返ると、困

難な事情を抱える家庭環境では
ありましたが、一人の人間が、
地域の行政をはじめ、適応指導
教室の支援者、地域医療に携わ
る方々からの暖かい見守りと途
切れのない支援が受けられたこ
とで、ひきこもり状態から回復
できたことに、当時の支援者の
方々には、感謝という一言だけ
では言い表せれません。今、こ
の瞬間もどこかで、生きる希望
を失い、命を手放そうとしてい
る人がいるという現実があり、
当法人の活動は、生きづらさを
抱える方にとっての居場所とな
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っているのか、また、一人一人
が、世の中に対して何か出来る
ことはないか、自問自答しなが
ら活動を続けています。
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知的障害者施設の現状と展望
博愛ヴィレッジ 統括施設長 加藤 和輝

県内で活動されている団体を紹介します。

当施設の福祉の理念は戦後の
混乱期に設立された、虚弱児施
設「加茂博愛園」の根幹であっ
た博愛精神が土台となっていま
す。６３年間の長きにわたり、
地域に根ざした福祉サービスは、
当事者や家族の社会的自立に向
け支援の手をさしのべ民間社会
福祉事業の使命を果たして参り
ました。とはいえ、当時の福祉
行政は国民に広く理解されてお
らず、差別と偏見の時代の中で、
先人達はひたすら障害児・者の
福祉の専門性の確立をめざし苦
難の連続の中歩み続け今日に至
っています。
戦後に設立された施設は、救

貧的な対策に重点を置いた福祉
時代でした。措置の時代が二十
一世紀初頭まで福祉の基盤を形
成していました。しかし、この
根幹を大きく変貌させたのが「介

護保険制度」であり「障害者自
立支援法」の成立です。時代は
措置から契約へと大きく舵をき
り、戦後の障害福祉において最
も大きな改革と言われています。
平成１８年に障害者自立支援

法が成立し、応能負担から応益
負担と改正され、利用料金の一
割負担は当事者や家族にとって
も納得できない改正となりまし
た。国は救済措置として減免措
置を作りましたが、介護保険と
同様の応益負担は法的には残っ
ているのが現状です。
さて、法改正後、大きくクロ

ーズアップされたのが、施設か
ら「地域移行」というキーワー
ドです。宮城県から宣言された
「施設解体宣言」は施設職員の
みならず、当事者や家族に大き
な衝撃を与えました。
施設職員の立場からすれば、
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障害者を「管理」・「隔離」する
側に捉えられ、施設という枠組
みを超えた障害者援助で当惑し
ている現場の姿が感じられます。
「ノーマライゼーション」「脱施
設」という障害者福祉の理念を
代表する言葉の裏には、施設職
員に対する厳しい視線も否定で
きません。筆者は決して「脱施
設論」に対して全面的な批判を
行う意図はありません。施設経
営者の一人として、多人数によ
る集団生活が長く続く環境の中
で、さまざまな弊害があり、そ
れが個人の生活へ良くない影響
を与えることも理解しています。
しかし、障害の重度・軽度に関
わらず、個人として地域で生活
するうえで必要な支援体制、特
にグループホームに移行後、入
所施設並みの単価が設定されて
いない不備な環境設定において、
安易な「脱施設論」には当事者
や家族も不安があるのが現状で
はないだろうかと思っています。
障害者のグランドデザインで

示された、国の入所施設に対す
る見解は、施設建設に対し「真
に必要なものに限定する」こと

を明確にしました。これは、脱
施設というノーマライゼーショ
ンの具現化の施策ではなく、現
実的な社会福祉予算において入
所施設の解消のための経費抑制
策ではないかと強く感じていま
す。近年の社会保障に関する費
用抑制策が障害福祉において、
風あたりが強く、その代表が入
所施設ではないかと思います。
現状の入所施設に対して、一

般的な認識として「閉ざされて
いる施設」というイメージをも
つ方も多いと思います。これは、
地域住民にとって「障害者」は
遠い存在であり、日常生活から
実体感がなく、この感覚は施設
にも同一視されていると思いま
す。
施設は必要であるが、問題も

あるという相反のイメージが一
般社会の中にあるのではないだ
ろうか。施設職員は「二律背反」
という意識をもって、この原点
の議論を続けていく必要がある
と思います。施設の中で生活す
る利用者や職員、そして施設に
依存せざるを得ない家族、さら
に地域住民の意識は多様化して
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きていることを、職員は総合的
かつ的確に受け止め、行動して
いかなければならないと思いま
す。
こうした地域背景をしっかり

受け止め、施設職員は、声を出
せない人たちの権利をしっかり
と守っていくことが大事であり、
この行為こそが私たちの社会・
施設を継続させていく原動力に
なっていく認識こそ、意識改革
へと導く目標となってくれます。
また、障害者施設の生活議論

は、「施設か地域か」の二項対立
だけに留まってはいけないと考
えています。多様化してきてい
る社会にあって、今こそ必要な
支援・療育の方法が見いだされ
てくると思います。
今、大きな変革期の中にあっ

てこそ、従来の家族に代わる人
と人の結びつきのあり方に対す
る新たな視点をもつことが、と
ても大切だと思っています。こ
うした視点こそが障害者福祉に
必要な意味をもち、入所施設の
これからの在り方の方向性を見
出してくれる原点だと確信して
います。
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私どもの広報委員会は、毎年
秋に集まりを持ち、その際に次
年度の「めんたる・へるす」の
特集テーマを決めております。
今年は新型コロナウイルスの流
行のために、残念ながらオンラ
インでの開催となりましたが、
新しいメンバーも加わり、良い
雰囲気の中で、活発な議論が交
わされました。委員会では、こ
れまで取り上げた過去の特集テ
ーマを振り返りながら、できる
だけ内容の重複がないように気
を付けつつ、委員間で意見を出
し合って、読者の皆様に興味・
関心を持っていただけるような
テーマを選ぶようにしています。
そして、いったんテーマが決ま
ると、徳島県内において、その
関連領域で実際にご活動・ご活
躍されている方々に原稿の執筆
依頼をさせていただいておりま
す。
今回の「めんたる・へるす」

では、「自分らしくいきる」とい
うことをテーマとした特集が組
まれています。内容としては、

あとがき
ひきこもり、不登校を中心に、
当事者が自分らしく生きること
をどのようにサポートできるか
ということが、実際の取り組み
とともに分かりやすく述べられ
ています。また、今回は、元不
登校・ひきこもり当事者の方か
らもご寄稿いただく貴重な機会
となりました。この特集が、読
者の皆様のこれからの取り組み
の参考になり、当事者の方のサ
ポートに役立つことを祈念いた
しております。
最後になりましたが、お忙し

い中、ご寄稿いただきました執
筆者の皆様、そして、関係者の
皆様に感謝申し上げます。多く
の皆様の御協力のおかげで、本
年度も「めんたる・へるす」を
刊行することができました。委
員を代表しまして、厚く御礼申
し上げます。

（友竹 正人）
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